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命 令 書 (写)

平成25年(不再)第90号再審査申立人兼 Ｙ学園

平成26年(不再)第１号再審査被申立人

平成25年(不再)第90号再審査被申立人 Ｘ１組合

兼平成26年(不再)第１号再審査申立人

平成25年(不再)第90号再審査被申立人 Ｘ２

兼平成26年(不再)第１号再審査申立人

平成25年(不再)第90号再審査被申立人 Ｘ３

兼平成26年(不再)第１号再審査申立人

平成25年(不再)第90号再審査被申立人 Ｘ４

兼平成26年(不再)第１号再審査申立人

上記当事者間の中労委平成２５年（不再）第９０号及び同２６年（不再）第

１号併合事件（初審茨城県労委平成２４年（不）第２号事件）について、当委

員会は、平成２８年１０月５日第２１９回第三部会において、部会長公益委員

三輪和雄、公益委員鎌田耕一、同山本眞弓、同鹿野菜穂子、同森戸英幸出席し、

合議の上、次のとおり命令する。

主 文
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Ⅰ 初審命令を次のとおり変更する。

１ Ｙ学園は、Ｘ１組合に対する平成２４年５月３１日付け「組合活動と配

布物の取扱について」及び同年８月１０日付け「組合活動と配布物の取扱

いについて」と題する各書面により行った通知を撤回しなければならない。

２ Ｙ学園は、Ｘ３、Ｘ４及びＸ２に対する平成２４年６月１４日付け譴責

処分を撤回しなければならない。

Ⅱ その余の本件各再審査申立てをいずれも棄却する。

理 由

第１ 事案の概要等

１ 事案の概要

⑴ア Ｙ学園（以下「法人」という。）が、平成２２年６月１７日（以下、

日付にかかる平成の元号を省略する。）、法人本部事務室に勤務する、

Ｘ１組合（以下「組合」という。）の組合員Ｘ２を解雇した（以下

「２２年解雇」という。）ところ、同人は、法人を被告とする地位確

認等請求訴訟（以下「Ｘ２地位確認訴訟」という。）を提起して法人

の従業員たる地位の確認等を求め、また、元組合員ら有志により、Ａ

１（以下「守る会」という。）が結成された。

イ ２４年４月５日、Ｘ２地位確認訴訟は、Ｘ２が上記アの２２年解雇

により２２年６月２４日付けで法人を退職したことを確認の上、法人

が２４年４月９日付けでＸ２を一般事務職員として新規採用すること

を主たる内容とする裁判上の和解により終結した（以下「２４年和
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解」という。）。これにより、Ｘ２は同日より法人本部において就労

を開始した。

ウ ２４年４月２５日頃、上記イのＸ２の就労開始とその経緯を内容と

する「守る会ニュース」１６号（以下「本件配布物」という。）が作

成・配布された。

⑵ア 法人は、２４年４月下旬から５月上旬にかけて、Ｘ２、組合執行委

員長であったＸ３及び同書記長であったＸ４（以下、Ｘ２、Ｘ３及び

Ｘ４を総称して「Ｘ２ら３名」という。）に対し、上記⑴ウの本件配

布物の作成・配布への関与の有無について事情聴取を行った。

イ 上記アの事情聴取後、法人は、２４年５月３１日付けで「組合活動

と配布物の取扱について」と題する文書を組合に送付し（以下「５．

３１通知」という。）、同年６月１４日付けで、本件配布物の作成・

配布に関与したとして、Ｘ２ら３名を譴責処分に付した（以下「本件

譴責処分」という。）。

⑶ア 組合及びＸ２ら３名（以下「組合ら」という。）は、上記⑵イの５．

３１通知は、労働組合法（以下「労組法」という。）第７条第３号の

不当労働行為に、上記⑵イの本件譴責処分は同条第１号及び第３号の

不当労働行為にそれぞれ該当するとして、２４年６月１９日、茨城県

労働委員会（以下「茨城県労委」という。）に対して救済申立てを行

い、①５．３１通知の撤回、②本件譴責処分の撤回、③文書交付及び

掲示を内容とする救済を求めた（茨城県労委平成２４年（不）第２号

事件。以下「当初救済申立て」という。）。

イ 法人は、当初救済申立て後の同年８月１０日付けで、５．３１通知

を修正・詳細化したものであるとして、「組合活動と配布物の取扱い

について」と題する文書を組合に送付した（以下「８．１０通知」と

いい、５．３１通知と併せて「本件各通知」という。）。
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ウ 組合らは、２５年１月１６日開催された初審第３回調査において、

口頭で、８．１０通知を申立事実に追加した（以下、当初救済申立て

と併せて「初審救済申立て」という。）。

⑷ 茨城県労委は、初審救済申立てについて、本件各通知は労組法第７条

第３号の不当労働行為に該当し、Ｘ３及びＸ４に対する本件配布物の作

成・配布への関与を理由とする本件譴責処分は妥当であるので不当労働

行為に当たらないが、Ｘ２については、本件配布物の作成・配布への関

与が認められないので、同人に対する処分は同条第１号及び第３号の不

当労働行為に該当すると認め、２５年１２月５日付けで、法人に対し①

本件各通知の撤回及び②Ｘ２に対する譴責処分の撤回を命じてその余の

申立てを棄却することを決定し、同月１８日、命令書を交付した（以下、

茨城県労委が発した上記命令を「本件初審命令」という。）。

⑸ア 法人は、本件初審命令の救済部分を不服として、２５年１２月２５

日、当委員会に再審査を申し立て、本件初審命令の救済部分を取り消

し、組合の救済申立てを棄却することを求めた（平成２５年（不再）

第９０号事件）。

イ 組合らは、本件初審命令の棄却部分及び救済方法を不服として、２

６年１月６日、当委員会に再審査を申し立て、本件初審命令の棄却部

分を取り消し、法人に対し、Ｘ３及びＸ４に対する本件譴責処分の撤

回並びに本件各通知及びＸ２ら３名に対する本件譴責処分に関し文書

交付及び掲示を命ずることを求めた（平成２６年（不再）第１号事

件）。

⑹ 本件は、上記⑸アの法人の再審査申立てに係る事件に上記⑸イの組合

の再審査申立てに係る事件を併合したものである。

２ 争点

⑴ 本件各通知は、組合に対する支配介入に当たるか（争点１）
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⑵ 本件譴責処分は、Ｘ２ら３名に対する不利益取扱いに当たるか。また、

組合に対する支配介入に当たるか。（争点２）

第２ 当事者の主張

１ 争点１（本件各通知は、組合に対する支配介入に当たるか）について

⑴ 組合らの主張

初審命令は、本件各通知を不当労働行為であると判断した点において

は適正である。しかし救済方法として、謝罪文の交付・掲示を命じなか

った点については誤りであり、本件各通知の撤回に加えて謝罪文の交

付・掲示を命ずるべきである。

ア 組合は、５．３１通知が発出される前まで、自ら発行するもののほ

か、上部団体等関連する団体の作成した配布物も含めて、法人の事前

の承諾なく、各教職員の執務机の上に配布する方法で配布してきた。

この配布方法に対して法人から異議が述べられたことはなかった。す

なわち、これまで職場内での組合の配布物の配布については、組合と

法人との間で、法人の事前の承諾なくしてこれを認めるという便宜供

与の黙示の合意が成立していたと見るべきである。

ところが、本件各通知により、配布物の配布方法は、普段は施錠さ

れている会議室内に設置された掲示板に貼付するか、その掲示板のと

ころに配布物を置く方法に限られることとされた。

教職員は、自分の机の上に配布物が置いてあれば、読むこともある

であろうが、わざわざ部屋の鍵を借りて会議室まで見に行く者がいる

か疑問である。法人は、掲示板の場所について「教職員が容易にアク

セスできる場所にある」旨主張するがそれは全くの詭弁であり、配布

物が机の上に配布してあるのと鍵を開けて別室にわざわざ見にいくの

とではアクセスの容易さには天と地ほどの違いがあり、本件各通知が
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組合活動に対して制限を加えたものであることは明らかである。

イ 法人は、組合らが本件で問題となっている守る会ニュースを配布し

たことを契機に、従前の取扱いについて、見直しが必要になったと主

張しているが、それゆえに本件各通知が正当化されるものではない。

制限が許されるとしても、せいぜい８．１０通知の第２項にある「組

合以外の者の配布物を配布するときは、その配布目的及び趣旨等を表

記して明確にし、学園の事前の許可を得るものとする」という程度で

ある。これまで組合が発行した配布物や、上部団体等が発行した配布

物を組合が配布したことについて何らかの問題が生じたことはないの

だから、そうしたものまで配布方法を制限することが正当化される理

由は全くない。

ウ 組合の組合員は法人の教職員の中では少数にとどまっており、多く

の教職員に組合の活動や主張に対する理解を広めるには、従来行われ

てきた教職員の机上への配布はきわめて有効かつ貴重な手段であった

ところ、本件各通知による配布方法の制限は組合活動の有力な手段に

重大な制約を課するものであって、これが組合活動に対する支配介入

に該当することは明白である。

エ 法人は、初審命令を受けて、「平成２６年１月２８日 土日高発第

６２３号」により、新たな提案を行った（後記第３の７⑵参照。以下

「１．２８提案」という。）ものの、同提案は、初審命令を受けてな

されたものであって、本件各通知が不当労働行為であることを左右す

るものではない。

また、法人は、１．２８提案に対し組合が何らの対応もせず、本件

各通知後は、組合配布物を教職員の執務机に配布していないとして、

組合が机上配布にこだわっていないかのごとき主張をするが、新たな

提案は本件各通知の内容よりに比べれば制約の程度は低いものの、教
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職員が自発的な意思をもって配布物を入手しなければならないことは

変わらず、特に現在のように組合と法人が係争状態であるときに、周

囲の目もある中で組合員でない教職員が敢えて配布物を手にすること

は到底期待し得ないものであるから、組合としては到底容認できる提

案ではないのであって、この提案に応じられないことを前提に、初審

命令に従って本件各通知の撤回を求めて団体交渉を申し入れていたの

であるから、上記法人の主張は誤りである。

⑵ 法人の主張

ア 法人は、本件各通知により、組合配布物の配布を、それまで静観し

てきた「教職員の執務机に置く方法」で行うこと禁じ、当初から提供

してきた「掲示板への貼付及びその付近にある台の上に置く方法」と

するよう通知したが、掲示板は、教職員がいつでも自由にアクセスで

きるところに設置されており、組合が、教職員に配布物を掲示したこ

とを告げることまで制限していないから、教職員が組合の配布物にア

クセスする機会は十分に保証されている。

また、本件各通知は、組合以外の発行物であってもそれが組合活動

に全く関係のないものでない限り、これを制限するものではないし、

組合が配布を機関決定したことが外形上明らかなものであれば、その

配布が制限されるものではない。

イ 従前、組合の配布物の内容は労働組合活動の行事等のお知らせが主

であり、組合に所属していない教職員もその配布について特段の苦情

を申し立てることはなかったが、「守る会ニュース」が配布されるよ

うになった頃から、この配布を迷惑であるとの苦情が多くなったため、

法人として配布物の取扱いについて検討していた。組合が「守る会ニ

ュース」を配布するにあたって、発行人表示からも組合によるものか

どうかの責任の所在が不透明であること、本件配布物の主要な内容に
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虚偽・誇張があることから、本件各通知で示した変更を求めたもので

ある。

上記のとおり、本件各通知は、組合発行のものか否か不明な配布物

が執務机に一方的に配布されることがないようにルールを定めたもの

で、組合への事前の連絡なしに発したものであるが、それはこのルー

ルが組合活動を制限するものではなく、職場秩序を守る法人が決定で

きる内容のものと考えたからである。

ウ 本件各通知により、法人の管理・運営する学校施設内での配布物の

配布方法に制限を加えたことは組合に対する支配・介入に当たらない。

労働組合が組合活動として学校施設内に印刷物等を配布する事は、無

条件に許容されるものではなく、中・高教育の場である学校という性

格、これまでの組合の行った配布活動の状況及び教職員の組合配布物

へのアクセスする、しないの自由の保障など職場秩序との整合性から

その配布の方法等が一定の制限を受けることはやむを得ないものであ

る。

エ 以上のことから、初審命令は、本件各通知による取扱いの変更が組

合に不利益をもたらすものであるとしたこと等につき、事実の評価に

誤りがあるから取り消されるべきである

オ なお、本件各通知後、組合は、執務机に置く方法での配布は一切行

っていないことから、組合の活動が阻害されたということはないし、

さらに、法人は、１．２８提案により、本件各通知を取り消し、かつ、

二カ所の職員室に組合の配布物の配布コーナーを設け、そこに組合配

布物等の配布場所を提供する旨を通知したところ、組合はこれに対し

なんらの異議ないし協議の申し出を行わないのであるから、本件各通

知は既に確定的に取り消されたものであるといえ、本件各通知の撤回

を命ずる初審命令主文第１項は、既に履行済みで救済の利益がないも
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のとして取り消されるべきである。

２ 争点２（本件譴責処分は、Ｘ２ら３名に対する不利益取扱いに当たるか。

また、組合に対する支配介入に当たるか。）について

⑴ 組合らの主張

ア 初審命令は、Ｘ２に対する本件譴責処分を不当労働行為と認めた点

については結論において正当である。しかし初審命令は、本件配布物

は法人の名声や社会的信用を侵害するものであるから配布行為自体は

正当な組合活動ではないとの判断に基づき、配布行為への関与が認め

られないＸ２に対する本件譴責処分は不当なものであるが、配布行為

への関与が認められるＸ３及びＸ４に対する本件譴責処分は正当であ

って不当労働行為に該当しないとしており、事実の認定及び法的評価

を誤ったものであって不当である。

このような判断は、労働組合の表現行為に対して過度の制約を課す

るものであり、また、不当労働行為の成立の範囲を著しく狭めるもの

であるから、初審命令を取り消し、本件配布物の配布等への関与を理

由とする本件譴責処分を不当労働行為と認め、本件譴責処分を撤回し

て謝罪文の交付・掲示を命ずる旨の命令が出されるべきである。

イ 組合は、本件配布物の発行主体である守る会に団体として加盟して

いる。加盟している団体の発行する配布物を配布する行為は、配布す

る物自体の発行者が誰であるかにかかわらず、組合自身の意思に基づ

く組合の活動である。その意味で、Ｘ３及びＸ４が本件配布物を配布

した行為は正当な組合活動である。

ウ 初審命令は、本件配布物中の「解雇撤回・職場復帰が決まった瞬間

でした」との記述について、一般人に解雇が無効であったかのような

誤解を生ぜしめるような記述がなされており、法人の名声、社会的信

用を侵害する、事実と異なる内容を含むと認められるとしている。し
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かしＸ２の再就労に係る一連の経過は、「一度解雇した労働者を再び

同じ職場で働かせるべく採用した」と評価できるから、そのような評

価と「解雇が無効であった」との評価とにさほどの重大な違いがある

とはいえない。また、初審命令は、本件配布物全体を読めば誤解はし

ないとの組合の主張に対し、当該記述が本件配布物の冒頭にあること

を捉えて「一般人をして解雇処分が無効であったためこれが撤回され

たものと誤信させる可能性を多分に含んでいる。」として排斥してい

る。これは即ち「冒頭の印象が強いので全体を読んでも誤解は妨げな

い」との評価と解されるが、配布物を読んで一般人がどのように受け

取るか、という点を問題にするのであれば、「一度勤務態度に問題が

あるとして解雇したＸ２を再び同じ職場で働かせた」という事実を一

般人がどのように受け取るかということこそが重視されるべきである。

この事実から想起されるであろう「理解」と初審命令の指摘する「誤

信」との間にさしたる違いはない。

エ 初審命令は、本件配布物の訂正版（以下「本件訂正版」という。）

の配布により法人の名誉は回復されたとの組合らの主張を、①本件訂

正版の内容は具体的にどのような内容を訂正したのか一見して明らか

でなく、これによって法人の名誉が回復されたとは言い難い、②本件

訂正版がどの部分を訂正したのか特定性に欠け、真摯に謝罪したとは

認め難い、と判示し排斥している。

しかし、本件訂正版は、確かに本件配布物のどの部分をどう訂正し

たかを明示はしていないものの、素直に読めば、「解雇は撤回してい

ないのに解雇が無効になったと誤解させる」、「２３年事件で法人は

謝罪はしていない」、「組合の全ての要求が通ってはいない」といっ

た、法人が問題とした点について、完全に問題が解消されていること

は明らかである。また、本件訂正版には「和解条項と異なった記述を
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したことについて遺憾の意を表します。」と記載しており、労働組合

としての最大限の誠意ある謝罪の意思を表明したものであって、これ

を「真摯な謝罪ではない」と評価するのは誤りである。

オ 上記のとおり、組合は、誠実に対応し、法人の指摘を受けて早々に

本件訂正版を作成し、本校の教職員に配布した。ところが法人は、本

件配布物については回収を求めなかったにもかかわらず、本件訂正版

については回収を命じた。こうして、せっかく組合が訂正し遺憾の意

を表したにもかかわらず、正しい表現をした書面が教職員の目に触れ

る機会を法人自身が奪ってしまったものである。このような法人の対

応は、法人が自身の名誉や社会的信用を守ることよりも、また、教職

員に和解の内容について正しい認識を伝えることよりも、組合に対し

て攻撃する口実を残すことを優先したものといわねばならない。ここ

に、法人の組合に対する強固な攻撃意思があらわれている。

カ 本件配布物は法人の名声や社会的信用を侵害するものではなく、仮

に侵害するといえる場合でもその程度は大きくないことに加え、本件

訂正版を配布したことによって十分に回復措置が執られている。した

がって、本件配布物の配布行為及びその後の本件訂正版の配布行為を

全体として観察すれば、組合活動として正当性に欠けるところはない

から、これを理由としてなされた本件譴責処分が不当労働行為に該当

することは明らかである。百歩譲って本件配布物の配布が法人の社会

的信用等を一定程度侵害していたとしても、本件譴責処分に関し調査

のためと称して執拗に呼びだし、始末書の提出を執拗に迫って精神的

に追い詰めるという法人の対応は、明らかに行き過ぎであって、本件

配布物を配布したことを口実に不利益処分をしようという不当労働行

為意思の現れである。

また、初審命令は、Ｘ２については、本件配布物の作成・配布に関
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与したことを裏付ける具体的な証拠はないとした上で、同人が自らの

処遇問題を組合に訴え、２２年事件の補佐人として参加した等の事例

を取り上げ、本件譴責処分は「同人の組合活動を嫌悪し、その妨害を

意図してなされたものと考えざるを得ない」とする一方で、組合役員

であり配布行為の実行者であるＸ３及びＸ４に関しては、不当労働行

為意思を認定する事もなく本件譴責処分に正当な理由があるから不当

労働行為ではない、としており、これは明らかに偏頗な判断である。

キ 以上のとおり、Ｘ２ら３名に対する本件譴責処分は、まさに正当な

組合活動そのものを理由とした不利益取扱いである。同時にこれは、

組合に対する支配介入にも該当する。

⑵ 法人の主張

ア 初審命令が、Ｘ３及びＸ４に対する本件譴責処分の撤回等を求める

救済申立てを棄却したことは正当であって、この点についての事実の

認定及び法的評価に誤りはない。しかし、Ｘ２に対する本件譴責処分

について、Ｘ２の本件配布物の作成・配布への関与を認めず、同人に

対する本件譴責処分が同人の組合活動を嫌悪しその妨害を企図したも

のであるとして不当労働行為を認めたことは、全くの事実誤認であり、

Ｘ２に対する本件譴責処分の撤回を命ずる初審命令主文第２項は取り

消されるべきである。

イ 組合は、本件配布物は「守る会」と称するＡ２が単独で起案、発行

したものであり、組合の組織的な決定により作成・配布したものでな

いと主張している。そうであるとすれば、本件配布物の配布は、Ａ２

の個人的な指示で、Ｘ２ら３名が個人的に学内に虚偽の記述のある本

件配布物を配布したことになり、そのような行為に及んだ教職員であ

るＸ２ら３名を、法人が就業規則に従って本件譴責処分に付したこと

は、全く問題のないことである。
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ウ 本件配布物の内容は、法人の教育機関としての社会的信用・名誉及

び教職員に対する労務管理者としての信用を害するものである。文言

などを全体的に総合すると、この記述を読んだ一般の人からみれば、

Ｘ２の解雇撤回と職場復帰とが一体のものとなり、法人はＸ２を不当

に解雇したが、和解により解雇処分が不当なものであったことを認め、

解雇を撤回したという印象を強く与え、これによって組合らの要求が

全て通ったかのような誤解を与えるものである。

Ｘ２地位確認訴訟においては、解雇処分の有効・無効が最大かつ唯

一の争点であり、和解交渉に当たっても、解雇処分の取扱いにつき交

渉が重ねられ、法人は、解雇処分無効を前提とした和解であれば、和

解による解決を断念して判決を望む意向を示し、Ｘ２は、それを踏ま

えて、和解によって法人への就労が可能になるのであれば、解雇処分

を有効なものとして受け入れるという選択をした。このような和解の

経緯からして、「解雇の撤回・職場復帰」の記述は法人にとって、重

要な事実を虚偽公表されたことになる。また、Ｘ２ら３名は、そのこ

とを十分に理解していた、あるいは理解しえたのにこれを軽視し、配

布したものであって、教職員として到底許されるべき行為ではない。

さらに、虚偽記述部分の中、「Ｘ３・Ｘ４教員に差別をしたことを

謝罪し」との部分は、Ｘ３及びＸ４を知事感謝状贈呈候補者の推薦名

簿へ掲載しなかったことが同人らを差別的に取り扱ったとの誤解を与

えることになるという観点から、遺憾の意を表明したに過ぎず、謝罪

したものではない。この点も、法人の信用、名誉を著しく傷つけるも

のである。

公的な活動である学校教育を目的とする学校法人であり、かつ県下

の有名進学校として高い評価を得ている法人にとって、その社会的信

用、名誉は重要な事柄である。本件配布物の、虚偽記載部分はこうし
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た法人の名誉、信用を貶めるものにほかならない。

エ 組合らは、本件訂正版が配布されたことにより法人の名誉は回復さ

れたと主張するが、一旦毀損された社会的評価は容易に回復されるも

のではないし、本件訂正版の体裁及び内容からは発行者・配布者が不

明であるうえ、本件配布物のどの部分の記述に虚偽があったのか特定

を欠き、さらに「遺憾の意を表します」との文言も誰が誰に対し、ど

のような趣旨で遺憾の意を表したのか全く不明であるから、これによ

り一旦失われた法人の社会的評価が回復されたと見なすことは到底で

きない。

また、本件訂正版が配布されても、Ｘ２ら３名が法人の社会的信用

を毀損する行為に及んだ事実をないものとすることはできないから、

同人らは相当な懲戒処分を受けざるを得ないものである。さらにいえ

ば、法人が、同人らの服務規定違反の程度・内容等を考慮して比較的

軽い譴責処分としたにも関わらず、同人らは本件配布物の配布行為に

ついて自らの非を認めようとしない言動を繰り返しており、教職員と

して誠実に信頼関係を回復しようと努力していると認めることはでき

ない。

オ 組合は、始末書の提出を求めたことについても不当労働行為意思の

表れであると主張するが、Ｘ２ら３名は、教職員として就業規則上、

譴責処分を遵守しなければならないものであることから、すみやかな

職場秩序の維持のために譴責処分の内容である始末書の提出を求める

のは当然のことである。また、その拒否がそのまま職場秩序を乱す理

由となってそのこと自体さらに懲戒事由にあたるおそれがあることか

ら、そのようなことがないように説明をして理解を求めるために努力

することは使用者として当然のことである。さらに、法人は、Ｘ３及

びＸ４に対し、この始末書を法人がＸ２らに対して提起した損害賠償
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請求訴訟（後記第３の３⑹イ参照）の書証等として利用しないことを

約束することによって、その点に係るＸ３及びＸ４の心配を払拭させ

るべく配慮している。

カ 初審命令は、Ｘ２に対する本件譴責処分について、Ｘ２が本件配布

物の作成・配布に関与したことを認める積極的な裏付けがない旨説示

しているが、これは事実誤認に基づく判断である。

本件配布物の作成動機・目的・内容、本件配布物の草案を作ったＡ

２がＸ２に本件配布物の配布に関連してメールを送っていること、Ｘ

２が本件配布物をＡ２の指示・要請で教職員に配布するためにＸ４に

渡す役割をしていたこと、Ｘ２の茨城県労委における敵対的な供述態

度や供述内容の矛盾・供述のあいまいさから同人の供述が措信できな

いことなどを総合的に勘案すれば、Ｘ２が本件配布物の内容を知りな

がら、これに関与していたことは明らかである。

キ 以上のとおり、本件配布物の作成・配布の行為は、就業規則の職務

規定に違反するものであるから、本件譴責処分は正当なものであって、

不利益取扱いでも、支配介入でもない。

ク また、Ｘ３及びＸ４は本件譴責処分を受け入れ、これに従っており、

両人に対する上記処分はすでに実行済であるから撤回の余地はない。

この点からも両人に対する本件譴責処分に係る棄却命令は取り消され

るべきではない。

第３ 当委員会が認定した事実

１ 当事者等

⑴ 法人

法人は、肩書地にＢ１（以下「本校」という。）を設置し、全日制普

通科の教育課程を設けている学校法人であり、本校の他にも、Ｂ２、Ｂ
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３、Ｂ４を設置している。

初審申立時の法人の教職員は約３４０名であり、就業規則を定めてい

る。

⑵ 組合ら

ア 組合

組合は、昭和５９年１１月に、法人に勤務する教職員らによって結

成された労働組合であり、Ａ３に加盟している。

初審申立時の組合員数は７名であり、Ｘ３が執行委員長、Ｘ４は書

記長であったが、２５年３月１８日、Ｘ２が執行委員長となり、Ｘ３

は副執行委員長となった。

組合は、結成直後に、法人が指定した本校の２階にある会議室に掲

示板を設置した。その後会議室が同フロア内の別の場所に移設された

め、下記３⑸の５．３１通知の時点においては、移設後の会議室に掲

示板を設置していた。当該会議室は、教務主任の引き出しの中に入っ

た鍵で施錠され、教科主任会議及び教務関係作業で使用されていた。

また、組合は、結成当時から下記３⑸の５．３１通知が発出される

頃まで、本校教職員の執務机の上に、Ａ３や組合が発行した配布物を

年に２、３回程度配布するほか、守る会ニュースを配布していた。

法人は、組合が、上記の文書類を職員の執務机上に配布しているこ

とを、相当以前から認識していた。

イ Ｘ３

Ｘ３は、法人の教職員であり、本件初審申立時から２５年３月まで

組合の執行委員長を務め、本件再審査結審時においては、副執行委員

長である。

ウ Ｘ４

Ｘ４は、法人の教職員であり、組合結成当初から組合に加入して執
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行委員長等役員を歴任し、本件初審申立時においては書記長であった

が、下記７⑷のとおり、２７年３月、法人を定年退職した。Ｘ４はこ

の退職により、組合規約第５条の定め「（組合員の資格）（中略）こ

の組合の規約を認め、加入によって生じる全ての義務に従う事により

始まり（中略）退職によって終る（後略）」に基づき、組合の組合員

資格を喪失している。

エ Ｘ２

Ｘ２は、１１年４月１日に法人に技手として採用され、本校情報処

理室に配属されていたが、１３年１２月１日にＢ２情報処理室に配転

された後、１９年６月１日、法人本部事務室に配属となった。

下記２のとおり、Ｘ２は２２年６月１７日に法人を解雇された（２

２年解雇）ことから、法人の従業員たる地位の確認等を求めてＸ２地

位確認訴訟を提起し、同訴訟の和解（２４年和解）に基づき２４年４

月９日付けで一般事務職員として法人に新規採用されて同日より法人

本部のある本校で就労していたが、下記７⑸のとおり、２７年７月３

日、法人を解雇された。

Ｘ２は、２２年３月に組合に加入し、２５年３月１８日、執行委員

長に就任している。

⑶ 守る会等

ア Ａ２

Ａ２は、組合結成当時の執行委員長であり、１８年に本校を定年退

職するまで組合に加入していた。

イ 守る会

守る会は、下記２⑵のＸ２地位確認訴訟の提起をうけて、同訴訟等

においてＸ２を支援する目的で２２年１１月１４日に結成された団体

であり、Ａ２が会長を務め、組合は同会に団体として加盟していた。



- 18 -

守る会は、その活動の一環として、Ｘ２地位確認訴訟の係属中から、

守る会ニュースを発行していた。

２ Ｘ２の解雇から和解に基づく再就労までの労使関係等

⑴ Ｘ２に対する業務命令及び解雇

ア ２２年３月１１日、法人の事務局長であるＢ５（当時。現・理事長。

以下、事務局長在職中も併せて「Ｂ５理事長」という。）は、Ｘ２に

対し、清掃等の現業の業務をしてもらう旨口頭で伝えた。また、同人

に対し、事務長であるＢ６（当時。現・事務局長。以下事務長在職中

も併せて「Ｂ６事務局長」という。）から、Ｘ２の職務範囲について

記した「当面の業務割当て」と題する書面が手交された（以下「業務

命令」という。）。

イ 上記アの業務命令を受けた後、Ｘ２は、組合に加入した。

ウ ２２年３月１７日、組合は、上記アの業務命令に関し、同日付け団

体交涉要求書により団体交渉を申し入れたが、法人は、同要求書の受

け取りを拒否した。

エ ２２年６月１日付けで、法人は、Ｘ２につき、技手（２級）を免じ、

専任傭員（清掃員）に任命する旨発令し、同月４日、Ｘ２に対し上記

発令につき辞令（以下「専任傭員辞令」という。）を交付しようとし

たが、同人は受領を拒否した。

同月１６日、Ｘ２がＢ６事務局長に対し、専任傭員辞令の再交付を

要求したため、同局長は、これに応じて専任傭員辞令を交付した。

オ ２２年６月１７日、法人は、就業規則第２０条第１項⑴⑷⑺に基づ

きＸ２を同日付けで解雇し、その旨を同日付け解雇通知により同人に

通知した（２２年解雇）。

⑵ Ｘ２の解雇をめぐる訴訟提起等

ア ２２年７月２６日、Ｘ２は、水戸地方裁判所土浦支部（以下「水戸
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地裁土浦支部」という。）に対し、法人を被告とし、Ｘ２が法人との

労働契約上の従業員として技手（２級）の地位にあることの確認及び

未払賃金の支払い等を求めてＸ２地位確認訴訟（平成２２年（ワ）第

３３２号事件）を提起した。

イ ２２年８月４日、組合は、茨城県労委に対し、法人が、同年３月１

７日付けの団体交渉要求（上記⑴ウ）を拒否したとして、団体交渉拒

否の禁止並びに謝罪文の交付及び掲示を求めて救済を申し立てた（茨

城県労委平成２２年（不）第３号。以下「２２年事件」という。）。

ウ 同年１１月１４日、守る会が結成され、会長にＡ２が選出された。

⑶ 組合と法人の間の別件不当労働行為事件

ア ２３年３月２４日、組合、Ｘ３及びＸ４は、法人がＸ３及びＸ４を

茨城県私学振興大会における知事感謝状贈呈（以下「知事感謝状贈

呈」）候補者名簿に掲載せず、そのために同人らが知事感謝状贈呈者

の条件を満たすにもかかわらず、２２年１０月２７日に開催された第

８回茨城県私学振興大会において表彰されなかったのは、上記候補者

名簿の提出時期直前に組合が２２年事件を申し立てたことを理由とす

る不利益取扱い及び支配介入であるとして、茨城県労委に対し、救済

を申し立てた（茨城県労委平成２３年（不）第１号。以下「２３年事

件」という。）。

イ ２３年１０月１７日、組合、Ｘ３、Ｘ４及び法人は、２３年事件に

ついて、茨城県労委委員立会いのもと、①法人は、組合に対し、Ｘ２

の解雇問題を議題とする団交申入れに係る交渉時期に、組合役員であ

るＸ３及びＸ４を第８回茨城県私学振興大会の知事感謝状贈呈候補者

名簿に掲載しなかったことが不当労働行為ではないかとの疑いを持た

せたことに遺憾の意を表明すること、②法人は、２５年開催予定の第

９回茨城県私学振興大会の知事感謝状贈呈候補者名簿の作成にあたり、
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Ｘ３及びＸ４につき、同人らが組合員であることの故をもって不利益

な扱いをすることなく、内規に従い特段の理由がなければ同人らを推

薦すること、を主な内容とする和解協定書を締結し、同月２４日、組

合、Ｘ３及びＸ４は２３年事件に係る救済申立てを取り下げた。

⑷ Ｘ２の解雇をめぐる訴訟等の和解による決着

ア ２４年４月５日、Ｘ２と法人の間で、Ｘ２地位確認訴訟につき、①

Ｘ２が法人による２２年６月１７日付け解雇によって同月２４日に退

職したことを相互に確認すること、②法人はＸ２の退職に係る解決金

として３５０万円支払うこと、③法人はＸ２を２４年４月９日付けで

一般事務職員として採用すること（Ｘ２の月額基本給や諸手当、賞与

の支払とその決定方法を含む。）、④Ｘ２の担当職務は法人の施設等

の保守・管理及びこれに関連する業務とするが、法人の都合によりそ

の職務を変更することができること等を主な内容とする和解が成立し

た（２４年和解）。

イ 同月９日、法人は、２４年和解の和解条項（上記ア）に基づき、Ｘ

２を一般事務職として新規採用した。

ウ 同日、組合は、２２年事件を取り下げた。

３ 本件配布物の作成・配布とそれに対する法人の対応

⑴ 本件配布物の作成と配布

ア ２４年４月１２日ころ、Ａ２は、本件配布物の原稿を同月１４日付

けで完成させ、同月２０日ころ、Ｘ４及びＸ２に電子メールで送付し

た。Ｘ４は、当該メールを受けた直後に、原稿の内容を確認し、問題

ない旨の内容の電子メールをＡ２に返信した。

イ ２４年４月２４日、Ａ２は、本件配布物を印刷し梱包して、Ｘ４に

渡してほしいと伝えてＸ２に渡した。同月２５日朝、Ｘ２は、組合の

組合員に渡した。
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同日、Ｘ３及びＸ４は、発行日と同じ欄に「Ｘ１組合 守る会」と

記載された本件配布物を本校の第一、第二教員室及び事務室の各教職

員の執務机上に配布した。

⑵ 事務局員による事情聴取

ア ２４年４月２７日午後、Ｂ６事務局長は、事務局長室において、Ｘ

２に対し、本件配布物に関し聴取を行った。Ｘ２は、自分は配布には

関与していないこと、本件配布物を作成することは聞いており、自分

の机の上にも配られていたが、中身を読んでいないことを答え、組合

の配布した文書について、配布等への関与について質問するのは支配

介入である旨述べた。それに対しＢ６事務局長は、Ｘ２の組合活動を

阻害するつもりはなく、本件配布物の内容はＸ２に関することである

ところ、その内容に疑問があるので、この場で読んで欲しい旨述べた

が、Ｘ２はそれを拒否し、自分に聞かれたからといってどうこうでき

ない、自分ではなく書いた人を責めるべきである等述べた。

イ 同じ日の夕方、法人事務局のＢ７事務長及びＢ８係長は、事務局長

室において、Ｘ３に対し、本件配布物について事情聴取を行った。Ｘ

３は、配布は守る会として行い、Ｘ４もＸ３も守る会に入会している

こと、Ｘ２を守る会であるのでＸ２も関与していること、Ｘ３自身は

本件配布物の作成に全体的に関与していること、Ｘ２地位確認訴訟の

和解に基づくＸ２の再就労を職場復帰であると受け止めていること、

本件配布物の取扱いに関し今のところ対処は考えていないことを答え

た。

ウ ２４年５月１日午前中、Ｂ６事務局長は、事務局長室において、Ｘ

４に対し、本件配布物に関し聴取を行った。Ｘ４は、配布はＸ４とＸ

３が組合活動として行い、Ｘ２は関与していないこと、「Ｘ１組合守

る会」という組織はなく、守る会と組合は別組織であること、Ｘ４自
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身は本件配布物の作成には携わっていないが、内容の確認は行い問題

なしと判断したこと、Ｘ２地位確認訴訟の和解に関し誤解を生じる表

現があることを認めること、当該部分の訂正について守る会と相談し

ていることを答えた。

⑶ 教職員綱紀委員会調査委員会による調査

２４年５月２日、本件配布物が就業規則第３１条第４号及び同第１０

号に抵触するおそれがあるとして、法人の教職員綱紀委員会（以下「綱

紀委員会」という。）調査委員会（以下「調査委員会」という。）が開

催され、Ｘ２ら３名の事情聴取が行われた。調査委員会は、問題とされ

た事象について事実関係を調査し、綱紀委員会に報告するための小委員

会であり、綱紀委員会ではその報告を受けて、人事上の措置等を検討し、

理事長に上申することとなっていた。調査委員会は、事情聴取対象者及

びＢ９委員長外委員３名の５者構成となっており、Ｂ７事務長も委員の

１人であった。同日の調査委員会には法人の代理人弁護士外職員２名が

陪席し、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４の順で、個別に聴取が行われた。

ア Ｘ２は、委員らの質問に対し、Ｘ２自身は裁判等の対応で手一杯で

守る会の活動内容はあまり把握していないこと、守る会ニュースはタ

イトルしか見ず、記事は読んでいないことを答えた。Ｂ９委員長が、

Ｘ２自身のことが書かれているのに何故読まないのか、誤った記載が

あったら、その旨申し述べなければならないのではないかと尋ねたと

ころ、Ｘ２は、（守る会ニュースの作成者との）信頼関係であり、ま

さか間違った内容を書くことはないと思った旨回答した。さらにＢ９

委員長が、上記⑵アの聴取でも言及されたのに何故いまだに読んでい

ないのか尋ねたところ、Ｘ２は、上記⑵アの聴取時と同じ状態で（調

査委員会に）回答するためである旨述べたため、Ｂ９委員長は、表題

しか読んでいないとの主張は聞いた旨述べた上で、本件配布物を読む



- 23 -

ようＸ２に指示し、Ｘ２は本件配布物を読んだ。

読了後、Ｂ９委員長が、「解雇撤回・職場復帰が決まった」との記

述が事実であるか、事前に読んでいれば事実と違った記載内容が配布

されることを防げたのではないかと尋ねたところ、Ｘ２は、事実とし

て解雇撤回ではないとして、間違った記載であることを認めたが、仮

定の質問には答えられない、自分が受け取ったのは配布された段階な

ので、防げる防げないといった問題ではないと答えた。

最後に弁明の機会が与えられ、Ｘ２は、自分は作成にも配布にも関

与せず、配布された本件配布物の表題しか読んでいなかったのに、何

故綱紀委員会に呼ばれ、場合によっては懲戒されなければならないの

かわからない、再就労開始以降、和解条項を受け入れてやってきてい

るのに、本件配布物の内容に関してここまで言われることは想定外で

あった旨述べた。

イ Ｘ３は、委員らの質問に対し、本件配布物の発行主体は守る会であ

り、Ｘ３自身は作成に全く関与せず、本件配布物を見たのは配布する

際であること、上記⑵イの聴取でＸ２が関与しているといったのは誤

りであること、本件配布物の内容のうち「解雇撤回」との部分は和解

内容と違うが「職場復帰」との部分は違うとは思わないこと、２３年

事件に関する記載についてはこのままでよいと考えていること、「解

雇撤回」部分に関して訂正を出すか否かＡ２に打診したことを答えた。

委員の１人が、訂正とか間違いについては謝罪等を考えたらどうか尋

ねたところ、Ｘ３は了解する旨述べ、何日付けで謝罪するか質問した

が、Ｂ９委員長は、調査委員会の権限外である旨答えた。最後に弁明

の機会が与えられたが、Ｘ３は、弁明はない旨述べた。

ウ Ｘ４は、委員らの質問に対し、上記⑵ウの聴取内容とほぼ同旨の回

答をし、加えて、団体名は「Ａ１」と記述すべきだったが見過ごして
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しまった旨、２３年事件の和解に関する記載に関しては、和解協定書

に「謝罪」という言葉は入らず玉虫色の表現にならざるを得ないだろ

うが和解を受け入れるように労働者委員が勧めたから譲歩したもので

ある旨を述べた。Ｂ９委員長が、本件配布物を訂正する際に訂正内容

やそれに伴う謝罪の文言について法人の了解を得るべきだと思うか尋

ねたのに対し、Ｘ４は、過去に団交結果をニュースとして発行した際

にも誤りを指摘されたことはあり、それを受けて訂正したことはあっ

たが再発行することはなかった、事前に協議することが法人として必

要なら、その旨Ａ２に伝える旨回答した。最後に弁明の機会が与えら

れ、Ｘ４は、自分の行っている活動は全て組合活動であり、Ｘ２の執

務環境の向上に向けた支援は組合員としてやるべきことであると思っ

ている旨述べた。

⑷ 法人による損害賠償等請求と本件訂正版配布に係る経緯

ア ２４年５月７日、法人は、Ｘ２に対し、２４年和解の和解条項（上

記２⑷ア）に基づく退職に伴う解決金３５０万円のうち、１５０万円

を振込により支払った。

イ 同月８日、法人は、組合、Ｘ２ら３名及びＡ２に対しそれぞれ、同

日付け「通知書」（以下「５．８通知書」という。）により、本件配

布物の内容の訂正と謝罪、本件配布物を法人に無断で配布して法人の

学園としての社会的信用・名声を侵害したことに対する損害賠償を求

める旨通知した。

同通知書には、①本件配布物の内容は、２２年解雇は不当なもので

あり、２４年和解によって本件解雇がＸ２の要求どおり撤回され、解

雇前の状態で職場に復帰することを同人が勝ち取ったという印象を一

般に与えるものである、②実際には、２４年和解は解雇処分が正当な

ものであることを前提として、転職先が見つからないＸ２の生活の保
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持のため一般事務職として正規の手続の上で新規採用したものであり、

職場復帰などではない、③組合、Ｘ２ら３名及びＡ２らは②の事情を

十分承知の上で本件配布物を法人に無断で作成・配布し、法人の学園

としての社会的信用・名声を侵害して２００万円を超える損害を与え

た、④本通知書到達の日から７日以内に損害賠償の支払、本件配布物

の訂正及び謝罪がなされない場合法的手段に訴える旨記載されており、

Ｘ２に対する通知書には併せて、損害賠償の支払がない場合、２４年

和解による解決金から相殺する旨の記載があった。

ウ 上記イの通知に対し、Ｘ２は、２４年５月１４日付けで、「返答」

と題する書面により、法人に対し、損害賠償には応じられない旨回答

した。

エ ２４年５月１４日付けで、Ａ２は、本件訂正版を作成し、Ｘ３及び

Ｘ４が、それをＢ６事務局長に見せたところ、同局長は、本件訂正版

を配布して良いとか悪いとか言えない旨述べ、Ｘ３及びＸ４は、了解

を得るために連絡した訳ではない旨述べた。

同日、Ｘ４は、本件訂正版を本校内で配布した。

オ 上記エのＸ３及びＸ４による本件訂正版の配布後、２４年５月１８

日までの間に、法人は同人らに対して本件訂正版を回収するよう要求

し、組合はこれを受けて、本件訂正版をＸ３又はＸ４に直接、あるい

はＸ４の机上に設置する回収箱に入れる方法で返却して欲しい旨、教

職員に対し書面で通知した。

カ ２４年５月１８日、法人は、水戸地裁土浦支部に対し、Ｘ２を被告

とし、２４年和解の和解条項第２項（上記２⑷ア）に基づく解決金支

払の強制執行を許さないことを求める請求異議の訴えを提起した（水

戸地裁土浦支部平成２４年(ワ)第２０１号。以下「解決金請求異議訴

訟」という。）。
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キ ２４年５月２１日、水戸地裁土浦支部は、上記カの解決金請求異議

訴訟に伴う法人の強制執行停止申立てを認容し、２４年和解の和解調

書に基づく強制執行は、解決金請求異議訴訟の判決があるまで停止す

る旨決定した(水戸地裁土浦支部平成２４年(モ)第１７号。以下「強

制執行停止決定」という。）。

⑸ 法人による５．３１通知

２４年５月３１日、法人は、同日付け「土日高発第２０６号『組合活

動と配布物の取扱について』」（５．３１通知）により、組合に対し、

以下のとおり通知した。

「１ 組合が組合員に対してなす配布物は、学園の事前の承認がない限

り学園施設内で配布することはできない。

２ 組合が教職員に対してなす正当な組合活動としての配布物は、学

園がその設置を認めた掲示板に貼付、もしくは掲示板のところに

配布物を置く方法で行うものとする。教職員の執務机等に置くな

どの方法で配布することは出来ない。但し、その配布物の管理責

任者を明確にするものとする。なお、学園施設の美観を損なう恐

れのある物は貼付することは出来ない。

３ 組合は組合以外の者の配布物を配布するときは、その配布目的及

び趣旨等を表記して明確にし、学園の事前の許可を得るものとす

る。」

⑹ Ｘ２らに対する本件譴責処分等

ア 法人は、２４年６月１４日、Ｂ５理事長、Ｂ６事務局長、校長及び

副校長同席のもと、同日付け土日高発第２１６号ないし２１８号、い

ずれも「懲戒処分通知書」と題する文書をＸ２ら３名に手交し、同人

らを譴責処分に付する旨通知した（本件譴責処分）。

これら３通の文書には、「１．処分の趣旨」として、「貴殿を就業
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規則第５２条第１項第２号により譴責に付する。なお、貴殿は平成２

４年６月２１日までに始末書を提出すること。」、「２．処分理由」

として、①他の個人２名及びＡ２と通謀して法人ないし教職員全体の

信用・名誉を毀損する虚偽の事実ないし誇張した表現を用いた本件配

布物を本年４月２５日・２６日のいずれかの日に職場において、法人

の許可を得ることなく、その職務に際し、事情の知らない法人の教職

員にその執務机に置くなどの方法で配布した、②本件配布物は、発行

名義人として組合の名称を用いているが、文面全体を見るとＡ２が中

心となって作成・配布したものであるから組合の組合活動として認め

ることはできないし、仮に組合活動としての側面が認められたとして

も、その内容に虚偽・誇張が含まれることから正当な組合活動とは認

められない、③就業規則第５１条第１項第１号、第２号、第６号及び

第７号に該当する、等の内容が共通して記載されていた。

イ 法人は、２４年６月１４日付け訴状をもって、水戸地裁土浦支部に

対し、組合、Ｘ２ら３名及びＡ２を被告とし、①組合、Ｘ３、Ｘ４及

びＡ２は連帯して２００万円を支払うこと、②組合、Ｘ２ら３名及び

Ａ２は本件配布物に関する訂正・謝罪書を交付すること等を求める損

害賠償請求訴訟を提起した（以下「本件損害賠償訴訟」という。）。

４ 本件譴責処分等に対する組合らの対応

⑴ 団体交渉申入れと当初救済申立て

ア ２４年６月１９日、組合は、Ａ３と連名の同日付け「団体交渉要求

書」により、法人に対し、５．３１通知及び本件譴責処分の撤回及び

謝罪を議題とする団体交渉の開催を要求した。

イ ２４年６月１９日、組合及びＸ２ら３名は、茨城県労委に対し、法

人が、①５．３１通知を行ったこと（上記３⑸）が組合に対する支配

介入にあたり、②本件譴責処分を行ったこと（上記３⑹ア）が、Ｘ２
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ら３名に対する不利益取扱いであり組合に対する支配介入にも当たる

として、救済申立てを行った（当初救済申立て）

⑵ 始末書の提出にかかるやりとり

ア ２４年６月１９日、Ｘ４は、Ｂ６事務局長に対し、本件配布物の配

布は組合活動として行ったので、始末書は提出できない旨申し出た。

それに対し、Ｂ６事務局長は、同月２６日までに理由書を提出するよ

う求め、提出がない場合は綱紀委員会に付す旨述べた。

イ 上記アのＢ６事務局長の通告を受け、Ｘ２ら３名は、法人に対し、

それぞれ同月２５日付け「始末書を提出しない理由について」と題す

る書面により、本件譴責処分は不当労働行為に該当し無効であるから

始末書は提出しない旨通知した。

さらに、Ｘ２ら３名の代理人弁護士は、法人に対し、同年７月１１

日付け内容証明郵便により始末書提出指示に従わない理由について通

知した。

５ 綱紀委員会の開催と８．１０通知

⑴ 本件譴責処分にかかる調査委員会の開催

ア ２４年７月１２日、法人は、本件譴責処分に基づく始末書を提出し

ないことを調査事項として、同月１７日開催の調査委員会への出席を

求める旨の通知を送付した。それに対しＸ２ら３名は、同日、本件譴

責処分が茨城県労委において係争中であることを理由として綱紀委員

会の開催延期を求める文書を提出し、調査委員会に出席しなかった。

イ ２４年７月１８日、綱紀委員会は、Ｘ２ら３名に対し、①本件譴責

処分に基づく始末書を提出しないこと、②１７日開催の調査委員会の

出席を拒否したこと等を調査事項として、同月２５日開催の調査委員

会への出席を求める旨の通知を送付した。同日、Ｘ２ら３名は、調査

委員会にそれぞれ出席し、本件譴責処分は不当労働行為である旨主張



- 29 -

して始末書の作成・提出を拒否した。

⑵ 本件譴責処分の撤回等を求める団体交渉の開催

２４年８月８日、組合と法人の団体交渉が開かれ、組合が、本件譴責

処分及び５．３１通知の撤回を強く主張したのに対し、法人は、５．３

１通知の趣旨・内容について説明するとともに、誤解を与える表現があ

るので、団体交渉後に、その部分を訂正する通知を発する旨述べた。

⑶ 法人による８．１０通知

２４年８月１０日、法人は、同日付け「土日高発第３３６号『組合活

動と配布物の取扱いについて』」（８．１０通知）により、組合に対し、

以下のとおり通知した。

「１、貴組合は正当な組合活動としての配布物の取扱について以下のよ

うにされたし。

記

１） 貴組合がその正当な組合活動として行う配布物は学園がそ

の設置を認めた掲示板に貼付するか、もしくはその掲示板

のところに配布物を置く方法で行う。

２） 貴組合が前項の配布物は配布にあたって必要があると判断

したとき学校業務に支障のない時間・方法で組合員等に配

布物を上記の掲示板に掲示ないし配置している旨を伝える

ことができます。

３） 配布物中に、その配布物の管理責任者を明示してその責任

所在を明確にすること。

４） 配布物の貼付・配布にあたって学園施設の職場秩序を守り、

学園施設の美観をそこなう恐れのないように十分に配慮し

て行う。

５） 現在の配布場所は教職員であれば学園の業務期間中であれ
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ばその理由の如何を問わず、利用できるようにする。但し、

教職員以外のものの出入を管理するために施錠の管理を十

全に行うものとする。なお、組合は現在の配布場所におけ

る配布に具体的な問題が生じたらいつでも施錠管理者であ

る学園に問題点の具体的事実を示してその改善のための協

議の申出をして下さい。

２．組合は組合以外の者の配布物を配布するときは、その配布目的及

び趣旨等を表記して明確にし、学園の事前の許可を得るものとす

る。

以上 」

⑷ Ｘ３及びＸ４による始末書の提出

ア ２４年８月１０日、Ｘ３及びＸ４は、法人に対し、同日付け「始末

書」と題する文書（以下「８．１０始末書」という｡)をそれぞれ提出

した。

同文書には、本件配布物を同年４月２５日に教職員の机上に配布し

たのは組合活動として行ったこと、本件配布物の内容に和解条項にな

い文言が含まれていたことに遺憾の意を表すること、本件配布物の主

旨はＸ２の復帰を祝ったもので法人の名誉を毀損するものではなく、

そのような主旨、心情を斟酌してもらいたいことが記載されていた。

イ ２４年８月３１日、綱紀委員会は、Ｘ３及びＸ４に対し、上記アの

８．１０始末書は、始末書としての内容を満たしているとは考えられ

ず受領できないので、同年９月５日までに再提出をすること、心情等

について述べたい事項があれば別紙書面で提出することを求める旨の

「通知書」と題する文書を発出した。

これについてＸ４が、本件損害賠償訴訟に利用されるおそれがある

ので提出できない旨答えたところ、法人は、代理人弁護士に、本件損
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害賠償訴訟に使わない旨を確認し、その旨Ｘ４に回答した。

ウ ２４年９月５日、Ｘ３及びＸ４は、法人に対し、同日付け「始末

書」と題する書面（以下「９．５始末書」という。）を個別に、同日

付け「始末書について」と題する書面を連名で提出した。

両名の提出した９．５始末書は、提出者の氏名以外同一の文面であ

り、本件配布物を同年４月２５日に教職員の机上に配布したのは組合

活動として行ったもので、内容に和解条項にない文言が含まれていた

ニュースを配布したことは事実であると認めること、これについて

「和解条項と異なった記述をしたことについて遺憾」であることを記

した本件訂正版を配布したこと、自分たちの主旨・心情を斟酌しても

らいたいことが記載されていた。

また、「始末書について」には、本件配布物はＸ２の復帰を祝った

ものであって法人の名誉を毀損するものではなく本件配布物に関して

名誉毀損の誹りを受けたことは不本意かつ残念であること、文面に誤

解があったのであれば訂正するのは構わないし実際に本件訂正版を配

布したこと、それにも関わらず綱紀委員会が開催され始末書の提出を

何度も求められたことは組合活動に対する対応にそぐわない厳しいも

のと感じるが、無用な混乱を避け、職場環境等を守るために再提出に

応じることが記載されていた。

⑸ Ｘ２に対する再度の事情聴取

２４年９月３日、綱紀委員会は、同日付け「通知」により、Ｘ２に対

し、①本件譴責処分の受入れを拒否し、それに基づく始末書を提出しな

いこと、②「本件訂正版」発行にかかる事実関係等を調査事項として、

同月１０日開催の調査委員会への出席を求める旨通知した。同日、Ｘ２

は、調査委員会に出席し、始末書を提出しない理由などについて、事情

聴取を受けた。
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Ｂ９委員長が、まずＸ２に対し、始末書を提出する意思があるかを問

うたところ、Ｘ２は、提出する意思はない旨答えた。委員の１人が、本

件譴責処分に従わない理由をＸ２本人から聞きたい旨述べたところ、Ｘ

２は、７月１１日付けで代理人弁護士から発した内容証明（上記４⑵

イ）のとおりである旨述べ、それに対しＢ９委員長が、今日この場でＸ

２から直接説明してほしいと考えている旨述べたところ、Ｘ２は、書類

として提出しているからこの場で口頭では説明しない旨答えた。

また、Ｂ９委員長が、以前の聴取でＸ２が、本件訂正版の配布に関し

組合としての相談はなかった旨答えたことについて思い違いはないか尋

ねたところ、Ｘ２は、逆に当該質問の必要性を問い返し、なぜ聞かれる

のか疑問に感じる旨述べた、Ｂ９委員長が、Ｘ２ら３名にそれぞれ質問

した回答に相違があるので改めて尋ねる旨述べたところ、Ｘ２は、既に

文書で回答したとおりである、本件訂正版に関しての話合いが組合活動

であれば、それについて尋ねるのは支配介入である旨述べた。

最後に弁明の機会が与えられ、Ｘ２は、懲戒処分を受けるようなこと

はしていないので始末書は書かない旨述べた。

６ 初審命令発出までの経過

⑴ 本件各通知の撤回等を求める団体交渉申入れ

ア ２４年９月２１日、組合は、Ａ３と連名の同日付け「団体交渉要求

書」により、法人に対し、①本件各通知を撤回すること、②綱紀委員

会への呼出し及び始末書提出を求める行為を行わないこと等を議題と

する団体交渉を同年１０月１０日までに開催するよう求め、諾否の回

答期限を同年９月２７日までと指定した。

これに対し法人は、同月２８日付け「回答書」により、法人への連

絡は理事長個人宅ではなく法人に直接送るようにとの注意書きの後に、

①８．１０通知を撤回する意思はないが、組合活動と配布物の取扱い
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についての交渉なら応じる余地があること、②綱紀委員会の呼出しな

どの処置の一般的禁止を求める団体交渉には応じられないことを回答

した。

イ ２４年１０月１７日、組合は、Ａ３と連名の同日付け「団体交渉要

求書」により、法人に対し、上記アの「回答書」は団交拒否であり、

組合の行為・運営に口を出すことは支配介入であるとした上で、①本

件各通知の撒回、②綱紀委員会への呼出し及び始末書提出を求める行

為を行わないこと並びに本件譴責処分を撒回すること、③Ｘ２の処遇

を改善すること等を議題とする団体交渉を同年１１月１０日までに開

催するよう要求し、諾否の回答期限を同年１０月３１日までと指定し

た。

これに対し法人は、同月２２日付け「回答書」により、上記アの

「回答書」において、法人に対する団体交渉要求等は校務であるから

これらの文書は法人宛に送るように要請したにもかかわらず、組合ら

がこれを無視して、理事長個人宅へ団体交渉要求書を送付したことは

誠実な団体交渉の範囲を超えているものだとした上で、①法人の要請

を無視して理事長個人宅に団体交渉要求書を送付している趣旨を説明

すること、②今後理事長個人宅への送付はしない旨回答すること、の

２点を求めることを、組合らの団体交渉要求に対する回答とする旨応

えた。

ウ ２４年１１月１９日、組合は、Ａ３と連名の同日付け「団体交渉要

求書」により、法人に対し、上記イの「回答書」による法人の要求は

受け入れられず、組合の運営に口を出すことは支配介入であり、要求

書が理事長宅に送られたことを理由とする団体交渉拒否はできないと

した上で、上記イの「団体交渉要求書」と同一の議題で団体交渉を同

年１２月１０日までに開催することを要求し、諾否の回答期限を同年
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１１月３０日と指定した。

これに対し、法人は、２４年１１月２７日、同日付け「回答書（２

０１２年１１月１９日要求書）」により、組合が団体交渉要求書を学

園施設内で手渡しする対応を取ったことに謝意を表明するとした上で、

①８．１０通知は５．３１通知の内容を明確化したものであって本件

各通知は一体のものであり、その内容は組合の組合活動を不当に制限

するものではないから本件各通知を撤回する理由はないし、茨城県労

委で審査中であるから、茨城県労委の決定まで団体交渉には応じられ

ない、ただし、組合から新しい提案があればそれについて協議する余

地はある、②本件譴責処分のうちＸ３及びＸ４については解決済みと

考えるが、未解決事項を具体的に示されれば団体交渉に応じる余地は

ある、③Ｘ２の本件譴責処分については茨城県労委で審査中であるた

め、綱紀委員会の呼出等に従わないことについては茨城県労委の決定

及び本件損害賠償訴訟の審理の結果をもって検討するため、いずれも

団体交渉をする必要はない、④Ｘ２の環境の改善については具体的内

容を明らかにされたら団体交渉に応じる必要があるか検討する、など

と回答した。

⑵ 解決金請求異議訴訟及び本件損害賠償訴訟の第一審判決

２５年３月２７日、水戸地裁土浦支部は、解決金請求異議訴訟及び本

件損害賠償訴訟の併合事件（上記３⑷カ及び３⑹イ参照。以下「請求異

議・損害賠償訴訟」という。）について、法人の請求をいずれも棄却し、

強制執行停止決定（上記３⑷キ）を取り消す等の内容の判決を言い渡し

た。

⑶ 再度の団体交渉申入れと法人による控訴提起

ア ２５年４月２日、組合は、私教連と連名の同日付け「団体交渉要求

書」により、法人に対し、①請求異議・損害賠償訴訟について控訴し
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ないこと、②本件各通知の撤回、③綱紀委員会への呼出し及び始末書

提出を求める行為について行わないこと並びに本件譴責処分の撤回、

④Ｘ２の処遇を改善すること及びパワーハラスメントを止めること等

を議題とする団体交渉を要求した。

イ 上記アに対し法人は、４月５日付け「回答書」により、①請求異

議・損害賠償訴訟について控訴を検討中であること、②本件各通知に

ついては本件初審審査の結果をもって検討したいこと、③綱紀委員会

への呼出し及び始末書提出を求める行為について行わないこと並びに

本件譴責処分の撤回については、請求異議・損害賠償訴訟控訴審の審

理に影響があるので団交議題から外してもらいたいこと、④Ｘ２の処

遇は２４年和解で解決済みであり、また、先般パワハラに係るあっせ

んに応じたが、そこでＸ２自身がパワハラの問題はない旨意思表示し

ていること等を回答し、その後、請求異議・損害賠償訴訟について、

東京高等裁判所（以下「東京高裁」という。）に控訴提起した。

⑷ 本件初審命令

２５年１２月１８日、茨城県労委は、前記第１の１⑷のとおり、初審

救済申立てについて、法人及び組合らに対し命令書を交付した（本件初

審命令）。

７ 初審命令発出後の経過

⑴ 前記第１の１⑸のとおり、法人は、２５年１２月２５日、組合は、

２６年１月６日に、それぞれ当委員会に対し、再審査を申し立てた。

⑵ ２６年１月２８日、法人は、組合に対し、同日付け「提案書」と題す

る書面により、本件再審査手続が終了するまでの間、さしあたってのも

のとして、本件各通知を撤回し、組合活動としての組合配布物の配布は

職員室内の指定の場所に貼付及び置くことにより行うこと等を内容とす

る、組合配布物の配布に係るルールの提案を行った（１．２８提案）。
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組合は、上記１．２８提案に対し、少なくとも再審査結審時までの間

において、回答や協議の申し入れ等は行っていない。

⑶ ２６年２月２７日、東京高裁は、請求異議・損害賠償訴訟について、

法人の控訴をいずれも棄却するとの判決を言い渡した。

法人は、上記判決につき、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、

最高裁判所は、同年１０月１５日付けで、上告を棄却し、上告審として

受理しない旨決定した。

⑷ ２７年３月、Ｘ４は定年退職した。

⑸ ２７年７月３日、法人は、Ｘ２に対し、同日付け「即時解職通知書」

を交付した。同通知には、①Ｘ２の２４年４月９日以降の就業態度を総

合的に見れば、２４年和解の条項に基づく規律に服して勤務することが

なく、今後も法人との信頼関係を築き良好な労使関係をもって上記規律

に服して勤務するであろうことが期待できないので、２７年７月３日を

もって即時解職し、同日以降の出勤を禁じる、②Ｘ２の就職等の事情を

考慮し、同月８日までに書面による任意の退職の申出があった場合は、

法人都合の退職として扱い、退職金及び基本給３か月分相当額を支払う

用意がある旨の記載があった。

⑹ ２８年３月１日、Ｘ２は、水戸地裁土浦支部に対し、法人を被告とし、

Ｘ２が法人の職員たる地位にあることの確認等を求めて訴訟を提起した。

⑺ ２８年６月３０日、Ａ３、組合及びＸ２は、法人が上記⑸の「即時解

職通知書」によりＸ２を解雇したことは、同人に対する不利益取扱い及

び組合に対する支配介入であり、また、上記解雇に関しＡ３及び組合が

行った団体交渉申入れに対する法人の対応は正当な理由のない団交拒否

に当たるとして、上記解雇の撤回及び団交応諾等を求めて茨城県労委に

救済を申し立てた。
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第４ 当委員会の判断

１ 争点１（本件各通知は、組合に対する支配介入に当たるか）について

法人は、５．３１通知の趣旨を明確にするため８．１０通知を発出した

ものであるとし、組合も、初審調査において、８．１０通知の撤回を請求

する救済内容に加える旨主張し、２４年９月以降、法人に対し、５．３１

通知と併せて８．１０通知の撤回を求めて団体交渉を４回要求しているこ

と等からすると、当事者双方とも本件各通知を一体のものとして認識して

いたことが認められる。よって、以下、本件各通知を一体のものとして検

討する。

⑴ 組合の情宣活動に関する従前の取扱い等

前記第３の１⑵ア認定のとおり、組合は、昭和５９年の組合結成の頃

より、私教連や組合発行の配布物を、年に二、三回程度、本校教職員の

執務机の上に配布しており、法人は、相当以前からこれを了知していた

ことが認められるところ、このことにつき法人が組合に対し、異議を述

べたり、事前の手続を求め、あるいは配布物の内容を制限した事実は認

められない。

また、前記第３の１⑵ア認定のとおり、組合は、５．３１通知以前よ

り、本校２階の会議室に掲示板を設置しているところ、この掲示板への

組合掲示物の掲示に関し、法人が事前承認等の何らかの手続、あるいは

掲示物の内容について制限を求めたとの事実も認められない（もっとも

この掲示板の設置されている会議室は、教科主任会議及び教務関係作業

での使用時を除き、教務主任が保管する鍵で施錠されている。本件発生

以前に、掲示板を設置した部屋は変更されたが、使用時以外施錠状態で

あることには変わりはない。）。

これらのことから、本校内における組合の情宣活動が従前から専ら教

職員の執務机の上に配布物を置く方法で行われていたこと、また、組合
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と法人との間では、組合の情宣文書の内容及び配布について事前の手続

を必要とせず、教職員の執務机の上に配布物を置く方法で配布を行うこ

とについては、法人において少なくとも黙示的に了解しており、その取

扱いが定着していたことが認められ、また、そのような配布方法自体は、

一般的に行われている平穏な態様のものであるといえる。そして、配布

文書の記載内容に関わらず、この配布方法自体によって、法人の職務秩

序が害される等の弊害が生じていたとは本件証拠上も認められない。

⑵ 本件各通知により生じる取扱いの変更

本件各通知は、組合の情宣配布物について、組合に対し、①学園施設

内で配布する場合、教職員の執務机への配布は認めず、法人の認めた掲

示板への貼付及び掲示板付近に配布用の情宣配布物を置き、被入手者が

それを自ら取る方法のみとすること、②配布物中にその配布物の管理責

任者を明示すること、③組合以外の者の配布物を配布する場合は、法人

の事前許可を必要とすることを通知したものである。

上記⑴のとおり、５．３１通知が発出されるまで、組合は、配布物の

作成元・内容に関わらず、特段の手続を要することなく、教職員の机上

に配布物を置く方法で情宣配布物を配布していたところ、この通知によ

れば、教職員の机上へ配布物を置く方法での配布を行うことができなく

なり、また、組合以外の作成元による配布物については法人の許可を要

することとなる。加えて、作成者が組合以外の者である配布物について、

配布目的・趣旨から必ずしも許可されるとは限らないこと、配布物を掲

示板に貼付及び設置する方法は、教職員の執務机の上に配布物を置く方

法に比べ、被入手者の能動的な対応を必要とするため配布物を入手する

教職員は減少するであろうこと、しかも、指定された掲示板は教職員ら

が執務の拠点とする職員室や事務室ではなく、使用時以外は施錠されて

いる会議室内に設置されていることを考慮すれば、この取扱いの変更は、
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組合の情宣活動上の大幅な不利や不便を招来するものといえる。そして、

本件再審査審問において、Ｂ６事務局長が、１．２８提案（前記第３の

７⑵）における改善点について言及した際、職員室ではなく、施錠され

た別室に赴いて入手しなければならない状況を職員にとっては非常に不

便であると認識していた旨証言していることも勘案すれば、法人は、こ

の取扱いの変更が組合の情宣活動上の不利益をもたらすことを認識した

上で、あえて本件各通知を行ったものと認められる。

⑶ 本件各通知発出に至る手続の合理性

法人は、本件各通知を行った理由として、法人の教職員より「守る会

ニュース」の配布が迷惑である旨の苦情を受けて取扱いを検討していた

ところ、虚偽・誇張を含んだ本件配布物が配布されたことを契機として

本件各通知で示した変更を求めたものである旨主張する。しかしながら、

上記苦情が実際にあったのだとしても、その内容は「守る会ニュース」

の記載内容に関するものであって配布の態様そのものを問題視したもの

とは認められないから、職場秩序維持の観点から、組合に対し同ニュー

スの取扱いについて何らかの配慮を促し、あるいは協議を求める契機と

はなり得るとしても、組合の情宣配布物の取扱い全体に及ぶ大幅な取扱

いの変更を一方的に行うに足る合理的な理由であると認めることはでき

ない。確かに、職場内における組合活動として行われる情宣文書等の配

布行為は、無条件で許容されるものではなく、使用者の施設管理権との

関係上、職場秩序との整合性からその配布の方法等が一定の制限を受け

ることはやむを得ないものではあるが、本件の場合、上記⑴ないし⑵で

検討したとおり、本件各通知は長年にわたる従前の取扱いを大きく変更

し、組合活動に対し大幅な不利や不便を生じさせるものであるから、こ

のような場合においては、団体交渉等において取扱いの変更の趣旨・必

要性を説明し協議を尽くすべきであった。
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しかしながら本件では、５．３１通知は、事前の協議や説明をされる

ことなく提示され、組合の要求によってこれを議題とする団体交渉が開

催されたのは、通知から約２か月が経過した２４年８月８日に至っての

ことであり、この団体交渉を受けて発出された８．１０通知は、５．３

１通知と内容に多少の差異はあるものの、法人によれば、５．３１通知

に誤解を招く表現があったのでそれを修正したにすぎないものというの

であるから、組合との協議を尽くした結果が反映されたものとはいえず、

さらに、前記第３の６⑴及び⑶のとおり、組合が同年９月以降４回にわ

たって要求した本件各通知の撒回に関する団体交渉は行われていない。

以上の経緯からすれば、法人が本件各通知に関し、組合に対して、説

明・協議を尽くしたということはできない。

⑷ 結論

以上のとおり、本件各通知は、その内容が長年にわたる従前の取扱い

を大きく変更し、組合の情宣文書の取扱いに一方的な制限を加えようと

するもので、組合活動に対し大幅な不利や不便を生じさせるものである。

法人は、本件各通知により組合活動に対し不利益が生じることを認識し

た上で、事前にその趣旨や必要性について説明・協議を行うことなく通

知し、その後においても実質的に協議に応じていない。これらの事情を

勘案すれば、法人が、組合活動を抑制ないし妨害する意図をもって本件

各通知を行ったことは明白であるといえ、労組法第７条第３号の不当労

働行為に当たる。

２ 争点２（本件譴責処分は、Ｘ２ら３名に対する不利益取扱いに当たるか。

また、組合に対する支配介入に当たるか。）について

⑴ 各当事者の主張

Ｘ２ら３名に対して行われた本件譴責処分は、本件配布物の作成・配

布に関与したことを非違行為と捉えてなされたものであるところ、組合
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らは、Ｘ３及びＸ４については、組合活動として組合が加盟している守

る会の発行した本件配布物を配布したのであって、本件配布物の一部に

舌足らずないし誤解を招く表現があったとしても正当な組合活動の範疇

であるし、Ｘ２はそもそも作成・配布に関与していないから、Ｘ２ら３

名に対する本件譴責処分は、同人らの組合活動を嫌悪したが故の不利益

取扱いであり、組合に対する支配介入でもあると主張する。

これに対し法人は、本件配布物は組合の作成したものではないからそ

の配布を組合活動ということはできず、よしんば組合活動の側面が認め

られるものとしても、本件配布物の内容には虚偽ないし誇張が含まれ、

法人の名誉を毀損するものであるから、正当な組合活動とはいえないも

ので、本件配布物の作成・配布への関与を自認しているＸ３及びＸ４は

もとより、Ｘ２についても状況に鑑みれば関与は優に認められるから、

Ｘ２ら３名に対する本件譴責処分は正当であり、不当労働行為ではない

旨主張する。

⑵ 本件配布物の配布は組合活動といえるか

ア 一般に、労働組合の情宣活動において配布される配布物は、当該組

合の作成した機関誌、情宣紙に限られるものではなく、その組合が加

盟する上部団体、傘下にある下部組織、あるいは支援・協力関係にあ

る労働組合や運動体等の作成した機関誌、情宣紙を相互に提供し配布

するのは通常の労働組合活動の範疇といえる。

イ 前記第３の１⑶イ認定のとおり、守る会はＸ２の解雇撤回闘争を支

援する目的で結成された団体であり、本件配布物を含む守る会ニュー

スはＸ２の解雇撤回闘争の状況を伝える発行物であること、Ｘ２は組

合の組合員であって、組合は団体として守る会に加盟していること、

本件配布物の原稿は専らＡ２が作成し、発行前に当事者であるＸ２と

組合の書記長であるＸ４に原稿がメール送信され、少なくともＸ４は
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内容を確認しメールに回答していること等を総合的に勘案すれば、本

件配布物を発行したのは守る会であるが、守る会ニュース（本件配布

物）はそもそもの性質から組合の活動に密接に関連していて、組合は

その記載内容に関与しうる立場にあったものと推認され、また、その

配布は、組合や組合員の利益に沿う活動であったと解される。そして

組合は、従前より、入手した上部団体等の機関誌、情宣紙等を組合の

判断により取捨選択して配布していたところ、守る会に加盟する一団

体として「守る会ニュース」の提供を受け、本件配布物を含む「守る

会ニュース」を組合活動として配布していたものと認められる。

⑶ 本件配布物の配布は「正当な」組合活動の範疇か

上記⑵のとおり、本件配布物の配布は、組合活動として行われたもの

と認められるが、労働組合の活動として配布する以上、当該組合は自ら

の責任において配布物の内容を情報として発信するのであるから、当該

配布物の発行元でなかったとしても、配布物の内容について責任を負う

べきであって、配布物の内容（発信された情報）に、使用者の社会的信

用を毀損するなどしてその運営を妨害し、あるいは個人の名誉を著しく

毀損する内容を含む場合には、その配布活動が正当な労働組合活動と認

められないことも当然にあり得る。

以下、本件配布物の内容や配布の態様等に鑑み、その配布が正当な組

合活動に当たるか否かを検討する。

ア 労働組合等の機関誌や街宣紙は、労働組合活動に必要な情報伝達や

主張の宣伝媒体であり、労働組合等は使用者の方策や対応等に関して

は使用者に比べて取得する情報量が相対的に劣るのであるから、労働

組合等が上記方策や対応について言及する場合には、労働組合等の側

の不正確な知識や誤解等により、記載されている事柄が厳密に見ると

客観的事実に符合しないことや、自己の主張を強調し、使用者の方策
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や組合員への対応を批判するために、事実の一部について誇張、誇大

とみられる表現等が用いられることもあるが、労働組合活動としての

情宣紙という事柄の性質上、そうしたことも一定程度許容される余地

があるというべきである。

イ 法人は、Ｘ２ら３名に対して発した懲戒処分通知書（前記第３の３

⑹ア）において、本件配布物は、２４年和解及び２３年事件の和解協

定をとりあげるにあたって、それぞれ和解内容と異なった虚偽の事実

を殊更誇張して表現したことが、法人の社会的信用及び名誉を毀損し

たと指摘し、具体的には、①本件配布物の文言を全体的に総合すると、

この記述を読んだ一般の人からみれば、Ｘ２の解雇撤回と職場復帰と

が一体のものとなり、法人はＸ２を不当に解雇したが、和解により解

雇処分が不当なものであったことを認め、解雇を撤回したという印象

を強く与え、これによって組合らの要求が全て通ったかのような誤解

を与えること、②２３年事件和解では、推薦名簿への不掲載が組合ら

に誤解を与えることになるという観点から、遺憾の意を表明したに過

ぎず、謝罪したものではないので、「Ｘ３・Ｘ４教員に差別をしたこ

とを謝罪し」との部分は、事実に相違し法人の信用、名誉を著しく傷

つけることがそれぞれ問題である旨主張している。

ウ 上記イ①で指摘される「職場復帰」は、必ずしも解雇の撤回を意味

するものではなく、休んでいたり、辞めた者が以前の職場に戻ること

を意味するものである。また、「解雇撤回」は、「解雇撤回の闘い」

「解雇撤回闘争」との表現の中で使われているところであれば、実際

Ｘ２は解雇の撤回を求めて裁判所及び労働委員会で争っていたのだか

ら、Ｘ２に与する側からみれば事実をそのまま表現したものであると

いえなくはない。しかしながら、「解雇撤回・職場復帰が決まった瞬

間でした」との表現は、素直に読めば「解雇が撤回され、職場に復帰



- 44 -

することとなった」と読めるものであって、大多数の読者は、Ｘ２の

解雇が裁判の結果撤回されたと理解するものと考えられ、法人の指摘

どおり、事実と相違する内容（表現）であるといえる。さらに、その

下の段落に、「全国で解雇撤回・職場復帰を目指して闘っている……

仲間に……勇気と希望を与える」、「不当解雇されたのは」等の表現

があることから、これを併せて読んだ場合、法人の指摘どおり、読み

手に対し「法人はＸ２を不当に解雇したが、和解により解雇処分が不

当なものであったことを認め、解雇を撤回したという印象」を与える

おそれがあったことは否定し難い。

エ 上記イ②指摘の、「Ｘ３・Ｘ４教員に差別をしたことを謝罪し」と

の表現については、和解協定書で用いられた「遺憾の意を表明する」

ことは、法人がＸ３及びＸ４を「『知事感謝状贈呈』に推薦しなかっ

たことが、不当労働行為にあたるのではないかと疑いを持たせたこ

と」を法人の不手際であると認めた上でのことであり、実質的に自ら

の落ち度を認め、謝罪したとほぼ同義、少なくともさほどの相違はな

いと解されるから、読者の受ける印象が事実と相違するということは

できない。

オ 以上によれば、本件配布物は、一部事実と相違する内容及び表現

（上記イ①）を含み、それにより読み手に対し誤解を生じさせるおそ

れがあったことは否定し難いものといえる（上記ウ）。

しかしながら、事実と相違する範囲は、２４年和解において２２年

解雇の効力が維持されていないとする点にほぼ尽きるのであるが、同

和解では、Ｘ２が法人に再雇用されることも同時に合意されていて、

それにより職場に復帰しているのは事実であるから、全体としては、

事実に相違する程度は格別に大きいとまではいえないことに加え、本

件配布物は労働組合等の情宣紙であり、上記アのとおりその内容には
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相当程度発行元たる守る会の主張が含まれているものであるから、

「解雇撤回・職場復帰」との表現も、「解雇されたが同じ職場で再度

働くことができるようになった」ことを自らの主張を交じえ誇張して

表現したものと考えられ、その他の表現を含め、殊更に事実を歪曲し、

法人の名声を傷つけるものとまでみることはできないし、前記第３の

３⑷エのとおり、法人の求めに応じて本件訂正版の作成・配布が行わ

れていることからすれば、組合あるいはＸ２ら３名がそのような意図

や動機を有していたとも認められない。そして、組合が支援していた

Ｘ２の解雇撤回闘争の結果を報告するという本件配布物全体の趣旨や

配布の目的は不当なものとはいえず、上記１⑴のとおり配布態様も従

前の取扱いに則った平穏なものであり、法人の業務に具体的な支障が

生じたとも認められないことに加え、上記のとおり事後的にせよ本件

訂正版の作成・配布を行っているという事実も併せ考えれば、本件配

布物の配布は正当な組合活動の範疇に留まるものであると認められる。

⑷ 不当労働行為意思

上記⑵ないし⑶のとおり、本件配布物の配布は、正当な組合活動の範

疇に留まるものであって、かつ、法人が本件譴責処分の直前に、組合に

対し組合配布物の配布を制限する内容の５．３１通知を発し、本件譴責

処分と同日に提起した本件損害賠償訴訟の被告に組合を加えていること

からすれば、法人は、遅くとも本件譴責処分の時点では、組合の関与、

即ち本件配布物の配布が組合活動としてなされたものであることを了知

していたものと認められる。

この点について法人は、本件配布物の作成・配布に関与したことは、

法人の教職員として不適切な行動であるとして、それが組合活動である

か否かに関わりなく本件譴責処分を行ったものである旨主張しており、

上記⑶でみたとおり、確かに本件配布物は、読み手に対し法人が不当な
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行為（不当解雇）を行ったとの誤った印象を与えるおそれのあったこと

は否定し難いものであるから、念のため、以下、本件譴責処分に至る経

過に沿って法人の主張の当否を検討する。

ア 前記第３の３⑴ないし同⑷認定のとおり、２４年４月２５日に本件

配布物が配布された後、法人は、同月下旬から翌月初旬にかけて、Ｘ

２ら３名に対し事情聴取を行った。その後、同月８日に、法人は理事

長名の書面をもって､Ａ２及び組合らに対し､７日以内に謝罪と損害賠

償を行うことを要求する内容の５．８通知書を発している。

上記の経過から、法人は、本件配布物が配布されたことを認知した

直後、配布の実行者であるＸ３及びＸ４と、本件配布物の内容から関

与が推測されたＸ２に対し、事務局員による確認を行った上で調査委

員会による事情聴取を行い、法人がこの時点で本件配布物の作成・配

布者であると判断したＡ２及びＸ２ら３名と、本件配布物に「Ｘ１組

合」と表記がある組合に対し、まずは、本件配布物の内容の訂正、同

配布を行ったことにつき謝罪及び損害賠償を求めることとしたものと

認められる。

このように事務局員による確認を経た上で調査委員会の事情聴取を

行い、その上で対応を決定していることからすれば、ここまでの経過

については、法人は相応の手順を踏んでいるものといえる。

法人が５．８通知書によりＡ２及び組合らに対し求めた内容につい

ては、高額な損害賠償請求を含むなどいささか行き過ぎの感があるが、

上記⑶のとおり、本件配布物には、Ｘ２解雇訴訟の和解に基づくＸ２

の再就労について、一部事実と相違する内容及び表現を含み、それに

より読み手に対し誤解を生じさせるおそれがあったことは否定し難い

もの（上記⑶ウ）であり、Ｘ２解雇訴訟の最大の争点が解雇の有効性

であったこと、同訴訟が８回に及ぶ和解協議を重ね、２２年解雇に基
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づきＸ２が法人を退職し、約２年後の２４年４月９日に法人がＸ２を

新規に採用するとの条項をもって和解に至ったこと（前記第３の２

⑷）等に鑑みれば、本件配布物の記載内容について、法人が看過し難

いと考えたことも理解できないものではなく、５．８通知書による法

人の要求内容を一概に非難することはできない。

イ 次に法人からの５．８通知書を受けたＡ２及び組合らの対応につい

て検証すると、Ａ２及び組合らは、法人の指定する期限内である５月

１４日に、本件訂正版の作成及び配布を行っている。この本件訂正版

は、本件配布物の内容を、①法人が特に問題とした「解雇撤回」「職

場復帰」の文言はそれが一体として記載されているか否かに関わらず

全て削除若しくは表現を変更し、②法人の危惧する誤解の一因となり

得ると思われる、「……全国で解雇撤回・職場復帰を目指して……画

期的な和解……」との部分、「……Ｘ２さんの……すべての闘いで要

求が通りました。」との部分、「職場復帰を勝ち取」（る）との部分

（２カ所）、「……正義は勝つ……」との部分はそれぞれその文章を

削除するという変更を加え、さらに、③末尾に「訂正について：２０

１２．４．１４発行のニュース１６号を以上のように訂正し、和解条

項と異なった記述をしたことについて遺憾の意を表します。」と付記

していることが認められる。

前記第３の３⑷認定のとおり、法人の５．８通知書には「本件ニ

ュース１６号の内容の訂正と謝罪を求める」と記載され、その方法に

ついて具体的な指定はされていないが、Ａ２及び組合らはその方法と

して、本件訂正版を作成・配布することが適当であると考えたものと

認められるところ、本件訂正版は、この後に法人が提起した本件配布

物を原因とする本件損害賠償訴訟において、法人が「事実と異なる内

容であり法人の名声と社会的信用を侵害する」文言であると摘示した
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部分を、ほぼ全て削除若しくは表現を変更し、一読して５．８通知書

で法人が指摘する誤解の生じることのない内容となっている。また、

末尾の「訂正について：（後略）」の記載から、本件配布物に事実と

相違する記述があったことを認め、訂正を行い、それについて謝罪し

ている（遺憾の意を表する）ものであると認定できる。以上のことに

加え、本件訂正版の配布前にＸ３及びＸ４がＢ６事務局長を訪れ、本

件訂正版を示していることを併せ考えると、Ａ２及び組合らは真摯に

本件配布物を訂正し謝罪する意向があったものと考えられるのであっ

て、同人らが本件訂正版を本件配布物の配布対象に配布することによ

って、法人の「訂正及び謝罪」の要求に対応すると考えたことには相

応の合理性が認められ、かつ、その対応は相応に誠意あるものと評価

できる。

一方で、損害賠償の要求に対しては、本件訂正版を配布したのと同

日に応じられない旨回答している（前記第３の３⑷ウ）が、わずか７

日間という期限を切られて対応を迫られたものであること、関与（配

布）を自認しているＸ３及びＸ４からすれば組合活動として行った行

動であること、賠償額が２００万円という高額なものであること、Ｘ

２の同意なく同人に対し支払われるべき解決金の相殺を予告するなど

法人の行動に行き過ぎがあることなどを総合的に勘案すれば、同人ら

が、期限内に本件訂正版の作成及び配布を行い、損害賠償請求につい

ては応じられない旨回答することとしたのは十分理解できる対応とい

える。後に法人が提起した本件損害賠償請求訴訟（前記第３の６⑵、

同７⑶）においても、本件配布物の内容や訂正の措置（本件訂正版）

を考慮すれば、損害賠償によって償わなければならないほどの損害が

生じたとは認められないとして法人の請求が棄却されており、この点

からも上記対応が相当であると評価できることとなる。



- 49 -

ウ そして、上記イで見たＡ２及び組合らの側の対応に対する法人の対

応について検討すると、本件訂正版の配布前にＸ３及びＸ４がＢ６事

務局長を訪れ、本件訂正版を示したところ、Ｂ６事務局長は、「良い

ともわるいともいえない」と返答するのみであった（前記第３の３⑷

エ）。Ｘ３及びＸ４の側もそれに対して「許可を得るために見せたの

ではない」と返答してはいる（前記第３の３⑷エ）が、少なくともＢ

６事務局長の側において、その場で具体的に本件訂正版の瑕疵を指摘

したり、本件訂正版の内容ないしその配布の是非を検討して回答する

旨伝えるなど何らかの対応をしようとしたとは、本件証拠上認められ

ない。その一方で、本件訂正版が配布された当日の夕方にその回収を

Ｘ３らに要求しており、組合は、それに応じて本件訂正版を回収して

いる（前記第３の３⑷オ）。

上記の経過を経た後、法人は、２５年５月３１日、組合に対し５．

３１通知を発し（前記第３の３⑸）、同年６月１４日、Ａ２、Ｘ２ら

３名及び組合を被告として、本件損害賠償訴訟を提起すると同時に、

Ｘ２ら３名を本件譴責処分に付した（前記第３の３⑹）。本件訂正版

の回収を要求した後５．３１通知までの間、また、５．３１通知から

本件譴責処分の間、法人が、５．８通知書によってＸ３らに要求した

本件配布物に関する「訂正・謝罪」について、何らかの修正等を求め

たり、協議を持ちかけたりといった行動を取ったとは、本件証拠上認

められない。

エ 以上からすれば、法人は、自らの要求に応じてＡ２及び組合らの側

から提示された訂正・謝罪の方法（本件訂正版の配布）につき、検討

したり協議を求めるなどのことをしなかったにも関わらず、本件訂正

版が配布された後になってから異議を述べ、さらに５．３１通知を行

い、本件譴責処分に及んだものということができるところ、上記イで
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みたとおり、Ｘ３らの本件訂正版の配布という対応は相応の合理性が

あり、誠意を示したものであると認められるのに対し、法人はそもそ

もの原因である本件配布物の取扱い（回収等）については言及してな

いこと等を併せ考えれば、上記ウにみる法人の対応は、専ら、又は主

としてＸ２ら３名を処分するためにしたものであったと評価できる一

方的な対応であるといわざるをえない。

オ 法人がＸ２ら３名に対して行った譴責処分は、法人の就業規則によ

れば、懲戒処分のうち２番目に軽い処分であり、「始末書を提出させ

将来を戒める」のみで、減給等を伴うものではないが、自らの行為を

非違行為と評価され、それを謝罪し、再発させないことを誓約する旨

の文書（始末書）の提出を求められるのであるから、名誉等を損なう

精神的な不利益を伴う処分といえる。加えて、上記ウのとおり法人が

本件譴責処分と同日付けで提起した本件損害賠償訴訟の被告にＸ２ら

３名が名を連ねており、法人は、Ｘ２ら３名に対し、上記不利益を伴

う譴責処分を課した上で、さらに高額の損害賠償の支払をも要求して

いる。

これらの事情に加え、本件譴責処分に先立ち法人が要求した本件配

布物について訂正、謝罪及び賠償することのうち少なくとも訂正・謝

罪という部分については、組合らが相応の合理性と誠意のある対応を

していること（上記イ）、それにも関わらず、その適否を検討される

ことなく排斥されていること等（上記ウ）を総合的に勘案すれば、本

件譴責処分は相当性を欠く処分であって、また、本件譴責処分に至る

上記認定の経緯に照らすと、法人がＸ２ら３名を組合活動であるか否

かに関わりなく処分をしたものと認めることはできない。

⑸ 本件譴責処分の不当労働行為性

ア 以上のとおり、本件譴責処分は、処分の対象となる行為及び処分に
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至る経過に鑑みれば相当性を欠く処分であるといえるところ、本件譴

責処分を受けたＸ２ら３名のうち、Ｘ３及びＸ４は、２２年事件発生

当時から本件初審に至るまで組合の執行委員長や書記長の地位にあり、

２３年事件の当事者でもあること、Ｘ２は、自らの処遇の問題を組合

に訴え、２２年事件等の審査に補佐人として参加し、本件初審審査中

に組合の執行委員長に就任していることなどから、同人らはいずれも

活発に組合活動を行っているものと認められる。

これらの事情を併せ考えると、法人が本件配布物の配布を組合活動

であると認識した上で、本件配布物の配布に関与したと法人がみなし

たＸ２ら３名を本件譴責処分に処したことは明白であり、Ｘ２ら３名

に対する本件譴責処分は、本件配布物の配布に関与したことを自認す

るＸ３及びＸ４に対するものはもとより、Ｘ２に関しても、同人が本

件配布物の配布へ関与したか否かに関わらず、Ｘ２ら３名の組合活動

を嫌悪し、その妨害を意図してなされたものと考えざるを得ないもの

であり、労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当する。

イ 上記アのとおり、本件配布物の作成・配布に関与したことを理由と

してＸ２ら３名に対して行われた本件譴責処分は、正当な組合活動を

理由とする懲戒処分であり、かつ、本件譴責処分に先立ち、組合の情

宣活動に大幅な制約を課す５．３１通知が発出されたことを併せ考え

れば、組合の情宣活動を牽制する意図でなされたものと推認できるか

ら、労組法第７条第３号の支配介入にも該当する。

３ 救済の利益及び救済方法について

⑴ 本件各通知について

ア 法人は、初審命令発出後に行った１．２８提案とそれに対する組合

の対応を理由に、初審命令主文第１項は、既に確定的に履行済みであ

るから救済の利益はなく取り消されるべきである旨主張する。しかし
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ながら、１．２８提案は、前記第３の７⑵認定のとおり、その内容を

みれば、本件各通知を撤回して新たな配布方法を提案する形をとって

はいるが、再審査手続が終了するまでの間、さしあたってとの条件を

付した暫定的なものであることから、組合がこれに対して意見や異議

をいうことがなかったとしても、それをもって今後の組合文書の配布

について労使間で合意がされて実質的に初審命令主文第１項が履行さ

れたものとみることはできず、救済を命ずる必要性が消滅したという

ことはできない。

イ 本件各通知に関する救済として、組合らは、本件各通知の撤回並び

に謝罪文の交付及び掲示を求めるが、本件各通知に至った経過及び法

人が１．２８提案により組合配布物の取扱いにつき協議を試みたこと

を総合的に考慮すれば、本件各通知の撤回のみを命ずることが相当で

ある。

⑵ 本件譴責処分について

ア Ｘ２ら３名のうち、Ｘ４については、既に退職済みであり、組合の

規約に照らせば既に組合員の資格を失っていることが認められる（前

記第３の１⑵ウ）が、同人は個人として本件初審申立てに加わってお

り、２７年３月の同人の退職（同７⑷）以降、本件再審査結審（同年

１１月１３日）に至るまで、積極的に審査に出頭し、今般に至るまで

再審査申立てを取り下げていないことからすれば、救済を求める意思

があることは明らかであり、今なおＸ４が被った名誉等を損なう精神

的不利益が回復されたとは認められない。また、前記２のとおり、本

件譴責処分は、処分の対象たるＸ４に対し不利益を課すのみならず、

組合の情宣活動を牽制する意図でなされたものであるから、処分の対

象たるＸ４が退職し、既に組合員の資格を失ったからといって、同処

分によって組合が被った不利益が回復されたとも認められない。以上
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のとおり、Ｘ４に対する本件譴責処分にかかる救済の利益は失われて

いない。

イ Ｘ２ら３名に対する本件譴責処分に関する救済として、組合らは、

Ｘ２ら３名に対する本件譴責処分の撤回並びに謝罪文の交付及び掲示

を求めているが、本件譴責処分の理由とされた本件配布物が、読み手

に対し法人が不当な行為（不当解雇）を行ったとの誤った印象を与え

るおそれを否定し難いものであったこと等、本件の労使関係を総合的

に考慮すれば、主文のとおり、Ｘ２ら３名に対する本件譴責処分の撤

回のみを命ずることが相当である（初審命令は、Ｘ２に関してのみ不

当労働行為の成立を認めているが、その余の２名についても不当労働

行為が成立することは、前記２判断のとおりである。）。具体的には、

同処分に係る決定を破棄するかあるいは無効とする旨決定をして人事

記録等から本件譴責処分の懲戒処分歴を抹消した上で、処分に伴い対

象者から徴した文書等があればそれを返還する等して原状に復し、処

分が撤回された旨を書面等、明瞭な形で対象者に告知する方法による

べきである。

上記救済方法について、法人は、Ｘ２は、同人は処分を受け入れず

始末書を提出していないので処分は事実上実行されておらず、同人は

この状態で何らの不利益を受けていないので、改めて撤回するまでの

必要性がない旨、Ｘ３及びＸ４は本件譴責処分を受け入れ、これに従

っており、処分が実行済みであるから撤回の余地はない旨主張してい

る。しかしながら、前記２⑷オ説示のとおり、譴責処分は自らの行為

を非違行為と評価され、始末書の提出を求められることにより名誉等

を損なう精神的な不利益を被るものであるから、Ｘ２が処分を受け入

れず始末書の提出を拒否したからといって、同人が不利益を被ってい

ないということはできない。また、Ｘ３及びＸ４についても、本件配
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布物の配布は組合活動であるとして一度は調査委員会への出席を拒み

（前記第３の５⑴ア）、後日出席した調査委員会においても、本件配

布物の配布は組合活動であるので始末書は提出しない旨述べているこ

と（同イ）、８．１０始末書や９．５始末書と併せて提出した「始末

書について」において、本件配布物の配布は組合活動であることにつ

き斟酌を求め、かつ、本件訂正版の発出を顧慮されず、始末書の提出

を何度も求められたことに疑問を呈していること（同⑷ア及びウ）、

初審においてもこの点についての主張を撤回することはせず、当審に

おいても現に処分の撤回を求めていることからすれば、同人らは本件

譴責処分を受け入れたわけではなく、あくまでも始末書の提出は仮の

履行であるとして本件譴責処分の当否を争う意向であることは明白で

あるから、上記法人の主張はいずれも採用することができない。

以上の次第であるから、組合らの本件再審査申立てのうち、Ｘ３及びＸ４の

譴責処分が不当労働行為であると認めた部分を除き、本件各再審査申立てには

いずれも理由がない。

よって、当委員会は、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の

１２並びに労働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２８年１０月５日

中央労働委員会

第三部会長 三輪 和雄 ㊞


